
船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年４月２１日 １２時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県赤穂
あ こ う

市赤穂港南方沖 

 赤穂御埼灯台から真方位１９３°２.７海里付近 

 （概位 北緯３４°４１.２′ 東経１３４°２３.８′） 

事故の概要  セメント運搬船第二十五すみせ丸は、船首を西南西方に向けて錨泊

中、また、漁船長福
ちょうふく

丸は、えい
．．
網しながら西北西進中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 令和５年５月１６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ セメント運搬船 第二十五すみせ丸、７４９トン 

   １３４６１０、エスオーシー物流株式会社 

Ｂ 漁船 長福丸、４.９９トン 

   ＨＧ３－４１７４８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部かんぬきに折損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、荷役待機の目的で、右舷錨４

節を投入し、黒色球形形象物を掲げて船首を西南西方に向けて錨泊し

ていた。 

 船長Ａは、船橋で書類整理等を行いながら周囲の見張りを行った

後、船橋を無人として食堂で昼食をとっていたところ、航海士から衝

撃音がしたのでＡ船周辺の確認を行う旨の報告を受けた。 

 船長Ａは、航海士からＢ船と衝突した旨の報告を受け、両船の損傷

状況及び負傷者がいないことを確認した後、本事故の発生をＡ船運航

会社に連絡するとともに海上保安庁に通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底引き網漁の目的で、約４.５

ノットの対地速力で自動操舵によりえい
．．
網しながら西進していた。 

 船長Ｂは、船尾甲板での選別作業を終えて漁獲物を前部甲板の生け

簀へ運ぶ際、右舷船首方に錨泊中のＡ船を認めた。 

 船長Ｂは、自動操舵でこのまま西進していれば、Ａ船の南側を無難

に通過できると思い、操舵室内で食事や雑用をしていたところ、衝撃

  



を感じてＢ船とＡ船とが衝突したことを知った。 

 Ｂ船の整備業者担当者は、本事故後にＢ船の自動操舵装置を点検し

た際、‘同装置の油圧ポンプに接続されたゴム製の油圧ホース’（以下

「本件ホース」という。）に経年劣化による裂け目及び作動油の漏れ

を確認した。 

 船長Ｂは、Ｂ船が南寄りの風波を受けながら自動操舵により西進

中、本件ホースが裂けて作動油が漏れ、十分な当て舵が取られずに針

路が右に偏向したと本事故後に思った。 

分析  Ａ船は、船橋を無人とし、黒色球形形象物を掲げて錨泊中、Ａ船の

右舷船尾部にＢ船の左舷船首部が衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、自動操舵によりえい
．．
網しながら西進中、船長Ｂが、右舷船

首方で錨泊中のＡ船の南側を無難に通過できると思い、操舵室内で食

事や雑用をしていたことから、Ｂ船の針路が右に偏向して錨泊中のＡ

船に向かって西北西進していることに気付かず、Ａ船に衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、南寄りの風波を受けている状況下、自動操舵により西進

中、本件ホースが経年劣化で裂けたことから、作動油が漏れて十分な

当て舵が取られずに針路が右に偏向して西北西進したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、Ｂ船が、南寄りの風波を受けている状況下、自動操舵に

よりえい
．．
網しながら西進中、船長Ｂが、操舵室内で食事や雑用をして

いたため、Ｂ船の針路が右に偏向して錨泊中のＡ船に向かって西北西

進していることに気付かず、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、他船との位置関係が継続的に把握できるよう、

周囲の見張りを適切に行うこと。 

・船長は、ゴム製の油圧ホースが経年劣化により裂けたりすること

を認識し、長期間使用されたものは早めに新替えすること。 

 


